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福祉・介護職員処遇改善加算の見直しについて 

 

●福祉・介護職員処遇改善加算 
 
・福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）【新設】 

総単位数にサービス別の加算率（次頁参照）を乗じた単位数を加算。 

［算定要件］加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等

のほか、キャリアパス要件の全てに適合し、かつ（新）定量的要件に適合す

ること。 
 
・福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）【旧加算（Ⅰ）】 

総単位数にサービス別の加算率（次頁参照）を乗じた単位数を加算。 

［算定要件］加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等

のほか、キャリアパス要件のいずれかに適合し、（旧）定量的要件に適合す

ること。 
 
・福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ）【旧加算（Ⅱ）】 

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の９０／１００を加算。 

［算定要件］福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリア

パス要件又は（旧）定量的要件のいずれかに適合しない場合。 
 
・福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）【旧加算（Ⅲ）】 

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の８０／１００を加算。 

［算定要件］福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の算定要件のうち、キャリア

パス要件及び（旧）定量的要件のいずれにも適合しない場合。 

 

 ※定量的要件の実施期間 
（旧）定量的要件 （新）定量的要件 

【取得に必要となる加算】 

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）～（Ⅳ） 

【内容】 

 平成２０年１０月から福祉・介護職員処遇改善計画

書の届出の日の属する月の前月までに実施した福祉・

介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く。）及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要した費

用を全ての職員に周知していること。 

【取得に必要となる加算】 

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

【内容】 

 平成２７年４月以降実施する福祉・介護職員の処遇

改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該

福祉・介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。 

 

 

●福祉・介護職員処遇改善特別加算【変更なし】 
 

総単位数にサービス別の加算率（次頁参照）を乗じた単位数を加算。 

［算定要件］福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること。

キャリアパス要件及び定量的要件は問わない。 

別紙１ 
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サービス名 
福祉・介護職員処遇改善加算 福祉・介護職員 

処遇改善特別加算 （Ⅰ） （Ⅱ）（注） 

居宅介護 22.1% 12.3% 4.1% 

重度訪問介護 14.0% 7.8% 2.6% 

同行援護 22.1% 12.3% 4.1% 

行動援護 18.5% 10.3% 3.4% 

療養介護 2.5% 1.4% 0.5% 

生活介護 3.1% 1.7% 0.6% 

重度障害者等包括支援 1.8% 1.0% 0.3% 

施設入所支援 5.0% 2.8% 0.9% 

自立訓練（機能訓練） 4.1% 2.3% 0.8% 

自立訓練（生活訓練） 4.1% 2.3% 0.8% 

就労移行支援 4.9% 2.7% 0.9% 

就労継続支援Ａ型 4.0% 2.2% 0.7% 

就労継続支援Ｂ型 3.8% 2.1% 0.7% 

共同生活援助（指定共同生活援助） 5.4% 3.0% 1.0% 

共同生活援助（外部サービス利用型 

指定共同生活援助） 
12.4% 6.9% 2.3% 

児童発達支援 5.6% 3.1% 1.0% 

医療型児童発達支援 10.6% 5.9% 2.0% 

放課後等デイサービス 5.9% 3.3% 1.1% 

保育所等訪問支援 5.8% 3.2% 1.1% 

福祉型障害児入所施設 4.5% 2.5% 0.8% 

医療型障害児入所施設 2.5% 1.4% 0.5% 

（注） 福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅲ）は、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の９０／１００を算定。 

福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）は、福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の８０／１００を算定。 

＊ 短期入所（併設型・空床利用型）については、本体施設の加算率を適用することとし、短期入所（単独型）に 

ついては、生活介護の加算率を適用する。 

＊ 障害者支援施設が行う日中活動系サービスについては、施設入所支援の加算率を適用する。 


